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条例  
 

 

 甲府市手数料条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和６年２月２９日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第１号 

   甲府市手数料条例の一部を改正する条例 

 甲府市手数料条例（平成１２年３月条例第９号）の一部を次のように改正する。 

別表第１０号中「磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の

全部、個人若しくは一部の事項の証明書」を「戸籍証明書」に改め、同表第１１号

中「磁気ディスクをもって調製された除籍に記録されている事項の全部、個人若し

くは一部の事項の証明書」を「除籍証明書」に改め、同表第１４号中「又は届書」

を「若しくは届書」に改め、「事項の証明」の次に「又は電子化された届書等情報

の内容の証明」を加え、同表第１５号中「閲覧」の次に「又は電子化された届書等

情報の内容を表示したものの閲覧」を加える。 

   附 則 

 この条例は、令和６年３月１日から施行する。 
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規則  
 

 

甲府市農業委員会の委員等の能率給の支給に関する規則の一部を改正する規則を

ここに公布する。 

  令和６年２月２９日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第６号 

   甲府市農業委員会の委員等の能率給の支給に関する規則の一部を改正する規

則 

 甲府市農業委員会の委員等の能率給の支給に関する規則（平成３０年３月規則第

４号）の一部を次のように改正する。 

第３条中「及び⑵」を削る。 

附則第２項を削り、附則第１項の見出し及び項番号を削る。 

   附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
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 児童福祉法に基づく費用の徴収に関する規則の一部を改正する規則をここに公布

する。 

  令和６年２月２９日 

  

  

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

  

  

甲府市規則第７号 

   児童福祉法に基づく費用の徴収に関する規則の一部を改正する規則 

 児童福祉法に基づく費用の徴収に関する規則（平成２８年３月規則第２６号）の

一部を次のように改正する。 

 別表第２備考第３項中「徴収しない」を「出産給付額に５分の１を乗じて得た額

を徴収金額とする」に改め、同表備考第４項中「４０万４千円」を「４８万８千 

円」に改める。 

附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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告示 
 

甲府市告示第４９号 

 

次の介護保険被保険者証は、回収できないため、甲府市介護保険条例施行規則

（平成１２年３月規則第２１号）第１２条の規定により無効である旨を告示する。 

 

令和６年２月２日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

                       

１ 書類名    介護保険被保険者証 

２ 被保険者番号及び住所並びに氏名     別紙のとおり 
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                           甲府市告示第５０号  

 

 甲府市任期付職員採用試験を別紙内容に基づき実施するので、甲府市職員の任用

等に関する規則第９条の規定により公告する。  

 

  令和６年２月２日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 
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甲府市告示第５１号  

 

地方自治法第２１９条第２項の規定により、令和６年２月市議会臨時会において

議決を経た補正予算を、別紙のとおり公表する。 

 

令和６年２月２日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

令和５年度甲府市一般会計補正予算（第１１号） 

 

 

 

 

     令和６年２月２日 原案可決 
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甲府市告示第５２号 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３１条の２の３第１項の規定により 

次のとおり指定納付受託者を指定したので、甲府市財務規則（昭和６２年１月２０

日規則第１号）第５１条第２項の規定により告示する。 

 

  令和６年２月５日 

                   

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 指定納付受託者の名称及び主たる事務所の所在地  

  株式会社一休 

  東京都千代田区紀尾井町１番３号 

２ 指定納付受託者に代理納付させる歳入 

  寄附金歳入（インターネットを利用して納付するふるさと納税に係るものに限  

る。） 

３ 指定納付受託者に代理納付させる期間 

  令和６年２月５日から令和６年３月３１日まで 
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甲府市告示第５３号  

 

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８２条第２項の規定に基づく指定居宅

介護支援事業者として次の者の廃止届を受理したので、同法第８５条の規定により

公示する。 

                                      

令和６年２月５日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

                  

１ 介護保険事業所番号   １９７０１００３４１ 

２ 事業所の名称      山梨口腔ケア支援センター 

３ 事業所の所在地      甲府市大手一丁目４番１号 

４ 当該事業所の申請者      甲府市大手一丁目４番１号 

             一般社団法人山梨県歯科医師会 

会長 吉 田 英 二 

５ サービスの種類      居宅介護支援 

６ 廃止年月日          令和６年２月１９日 
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甲府市告示第５４号  

 

甲府市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱（平成

２８年福第１号）第７第２項の規定による介護予防・日常生活支援総合事業指定事

業者として次の者の廃止届を受理したので、同要綱第１０の規定により公示する。 

                                      

令和６年２月５日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

                  

１ 介護保険事業所番号   １９７０１０１８０２ 

２ 事業所の名称      ケアサービス青空 

３ 事業所の所在地      甲府市武田二丁目１２番１４号 

４ 当該事業所の申請者      甲府市武田二丁目１２番１４号 

              有限会社ケアサービス青空 

              代表取締役 矢 澤 良 男 

５ サービスの種類      介護予防・日常生活支援総合事業  

（介護予防訪問介護相当サービス） 

６ 廃止年月日          令和６年２月１０日 
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甲府市告示第５５号  

 

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の５第２項の規定に基づく指定

地域密着型サービス事業者として次の者の廃止届を受理したので、同法第７８条の

１１の規定により公示する。 

 

                                      

令和６年２月５日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

                  

１ 介護保険事業所番号   １９７２３００１７０ 

２ 事業所の名称      デイサービス飛鳥 

３ 事業所の所在地      山梨県中央市馬籠９３３番地１ 

４ 当該事業所の申請者      山梨県中央市馬籠９３３番地１ 

             株式会社ココ 

代表取締役 遠 藤 香 利 

５ サービスの種類      地域密着型通所介護 

６ 廃止年月日          令和６年１月２６日 

 

 

- 12 -



                           甲府市告示第５６号  

 

 令和６年３月甲府市議会定例会は、甲府市議会定例会規則ただし書の規定を適用

し、令和６年２月に繰り上げて招集する。 

 

  令和６年２月６日 

                  

                 甲府市長 樋 口 雄 一 
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甲府市告示第５７号  

 

 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び第８４条の２の規定に基

づき、次のとおり生活保護法等指定医療機関指定申請書を受理し、指定医療機関と

して指定したので、同法第５５条の３の規定により公示する。 

 

令和６年２月６日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名   生活保護法等指定医療機関指定申請書 

２ 医療機関番号、指定の期間、医療機関の名称、医療機関の所在地、開設者、代

表者、管理者 

                           別紙のとおり 
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                           甲府市告示第５８号  

 

 農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条第１項の規定によ

り農用地利用集積計画を定めたので、同法第１９条の規定により公告する。  

 なお、次のとおり閲覧に供する。  

 

  令和６年２月６日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 農用地利用集積計画の閲覧場所  

   甲府市丸の内一丁目１８番１号 

   甲府市産業部農林振興室農政課 

２ 農用地利用集積計画の閲覧期間  

   告示の日から２週間 
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甲府市告示第５９号 

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の

１件の一般競争入札を執行する。  

 

令和６年２月６日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象業務 

（１）入札番号       （業務委託）第９３３号 

（２）業務名称       本庁舎自家発電設備地下タンク他重油入替業務委託 

（３）履行期間       契約締結日から令和６年３月３１日まで 

（４）履行場所       仕様書による 

（５）業務内容       仕様書による 

（６）予定価格       公表しない 

（７）最低制限価格     設けない 

２ 入札参加資格 

甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件

をすべて満たす者とする。 

（１）甲府市内に本店又は本社を有する者であること。  

（２）甲府市の物品供給競争入札参加資格の認定において、業種が「建物管理」で

登録されている者であること。  

（３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

していない者であること。 

（４）本業務の履行に必要な以下の有資格者を雇用しており、配置できること。  

ア 危険物取扱者（甲種又は乙種４類）の資格を有し、消防法第１３条の 

２３の規程による危険物の取扱作業の保安に関する講習を受講している

者 

イ 酸素欠乏危険作業主任者 

（５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。  

（６）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給（入札等）制度要

綱」及び「甲府市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱」に基づく指

名停止を受けている日が含まれている者でないこと。 

（７）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

（８）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が
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なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けたものを除く。）でないこと。 

（９）市税の滞納がない者であること。  

３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等  

（１）配付期間 令和６年２月７日（水）～令和６年２月１６日（金） 

（この期間内の土曜日、日曜日、祝日を除く。） 

午前９時～午後５時 

（２）配付場所 甲府市行政経営部行政経営総室総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎５階 

電話０５５－２３７－５０６６ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（産業・ビジネス／入札・契約／入札情報（その他・公募

型））から情報を入手する場合は、この限りでない。  

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 令和６年２月７日（水）～令和６年２月１６日（金） 

（この期間内の土曜日、日曜日、祝日を除く。） 

午前９時～午後５時 

イ 場所 甲府市行政経営部行政経営総室総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎５階 

電話０５５－２３７－５０６６ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 令和６年２月２９日（木） 午前１０時００分 

（２）場 所 甲府市役所 入札室１ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎６階 

ただし、入札場所等については変更する場合がある。 

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／ 

１００に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てた金額とする。）をもって落札価格とするので、入札者

は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった

金額の１００／１１０に相当する金額を入札書に記載すること。  

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とす

る。 

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において「２入札参

加資格」に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とす

る。 

７ 落札者の決定方法 
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甲府市契約規則（昭和５０年規則第６６号）第１２条第１項の規定により定め

られた予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札

者とする。 

８ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付  

   ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に

国（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする

契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約

を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。  

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。  

（５）その他公告にない事項については、入札説明書及び甲府市契約規則による。 
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甲府市告示第６０号  

 

次の国民健康保険料に係る書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）の調

査を行ったが不明のため、国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第７８条

において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定によ

り公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい

つでも交付する。 

 

令和６年２月６日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名         令和５年度甲府市国民健康保険料納入通知書 

（兼決定通知書） 

令和５年度甲府市国民健康保険料納入通知書 

（兼更正通知書） 

２ 送達を受けるべき者   別紙のとおり 

３ 保管場所        甲府市福祉保健部保険経営室健康保険課 
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甲府市告示第６１号    

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の

１件の一般競争入札を執行する。  

 

令和６年２月７日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象業務 

（１）入札番号        （市長契）第１号 

（２）件名         自動体外式除細動器（AED）賃貸借 

（３）賃貸借期間      令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

（４）品質・規格・数量など 仕様書による 

（５）納入場所       仕様書による 

（６）予定価格       公表しない 

（７）最低制限価格     設けない 

２ 入札参加資格 

甲府市物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者又は令和６年度にお

ける甲府市物品供給競争入札参加資格申請を提出し、受理されている入札有資

格者名簿の登載予定者で、次の条件をすべて満たす者。  

（１）山梨県内に本店、本社又は営業所を有する者であること。  

（２）甲府市物品供給競争入札参加資格の認定において、業種が「医療器具」

で登録されている者又は令和６年度における甲府市物品供給競争入札参加

資格の申請において、業種が「医療器具」で申請している者であること。  

（３）医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭

和３５年法律第１４５号）第３９条第１項に規定する高度管理医療機器等の

販売業・貸与業の許可を受けている者であること。 

（４）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に

該当しない者であること。 

（５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は

法人であってその役員が暴力団員でないこと。 

（６）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給（入札等）制度

要綱」に基づく指名停止を受けている日が含まれている者でないこと。  

（７）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこ

と。また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、その処分を受けた

日から２年を経過していること。  

（８）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更正手続開始の申立

又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始

の申立がなされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受
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けた後、競争入札参加資格の再認定を受けたものを除く。）でないこと。 

（９）市税の滞納がない者であること。  

３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等  

（１）配付期間 令和６年２月７日（水）～ 令和６年２月１９日（月） 

（この期間内の土曜日、日曜日、祝日を除く。） 

午前９時～午後５時 

（２）配付場所 甲府市市長直轄組織危機管理室地域防災課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎４階 

電話０５５－２３７－５３５７ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホー

ムページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報

を入手する場合は、この限りでない。 

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 令和６年２月７日（水）～ 令和５年２月１９日（月） 

（この期間内の土曜日、日曜日、祝日を除く。） 

午前９時～午後５時 

イ 場所 甲府市市長直轄組織危機管理室地域防災課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎４階 

電話０５５－２３７－５３５７ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 令和６年３月６日（水）午後１時３０分 

（２）場 所 甲府市役所本庁舎４階 大会議室 

甲府市丸の内一丁目１８番１号  

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／ 

１００に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費

税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の  

１００／１１０に相当する金額を入札書に記載すること。  

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とす

る。 

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  

８ 長期継続契約 
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本入札は「甲府市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に

基づく長期継続契約であり、翌年度以降において当該契約に係る歳入歳出予算に

ついて減額又は削除があった場合は当該契約は解除する。  

９ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付  

    ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間

に国（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じく

する契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、

契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は、免除する。 

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。 

（５）その他公告にない事項については、入札説明書及び甲府市契約規則による。 
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                          甲府市告示第６２号  

 

次の墓地使用料にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵

送したが返送されたので、調査を行ったがなお不明のため地方自治法（昭和２２年

４月１７日法律第６７号）第２３１条の３において準用する地方税法（昭和２５年

法律第２２６号）第２０条の２の規定により公示する。  

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい

つでも交付する。 

 

令和６年２月７日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        墓地使用料督促状 

２ 送達を受けるべき者  別紙のとおり 

３ 保管場所       甲府市企画財務部収納管理室収納課  
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                           甲府市告示第６３号  

 

次の後期高齢者医療保険料にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所

（居所）に郵送したが返送されたので、調査を行ったがなお不明のため高齢者の医

療の確保に関する法律（昭和５７年８月１７日法律第８０号）第１１２条において

準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により公示す

る。 

なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときは

いつでも交付する。 

 

  令和６年２月７日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        後期高齢者医療保険料督促状 

２ 送達を受けるべき者  別紙のとおり 

３ 保管場所       甲府市企画財務部収納管理室収納課 
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                           甲府市告示第６４号  

 

次の後期高齢者医療保険料にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所

（居所）に郵送したが返送されたので、調査を行ったがなお不明のため高齢者の医

療の確保に関する法律（昭和５７年８月１７日法律第８０号）第１１２条において

準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により公示す

る。 

なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときは

いつでも交付する。 

 

  令和６年２月７日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        後期高齢者医療保険料過誤納金還付通知書 

２ 送達を受けるべき者  別紙のとおり 

３ 保管場所       甲府市企画財務部収納管理室収納課 
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                           甲府市告示第６５号  

 

 次の差押に係る書類は、その送達を受けるべき者の住所、居所が明らかでないた

め、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条及び第２０条の２の規定によ

り公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときは、

いつでも交付する。 

 

令和６年２月８日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        配当計算書 福発第６３４３号 

             充当通知書 福発第６３４３号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市福祉保健部保険経営室健康保険課 
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甲府市告示第６６号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の

１件の一般競争入札を執行する。 

 

令和６年２月８日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象業務 

（１）入札番号     （業務委託）第９３４号 

（２）業務名称     つつじが崎霊園内樹木伐採業務 

（３）履行期間     契約日の翌日から令和６年３月２８日まで 

（４）履行場所     仕様書等による 

（５）業務内容     仕様書等による 

（６）予定価格     公表しない 

（７）最低制限価格   設けない 

２ 入札参加資格 

甲府市における入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件をすべて満た

す者 

（１）甲府市内に入札参加資格の認定を受けている本店又は本社を有する者である

こと。 

（２）甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定において、業種が「種苗・

造園」で登録されている者であること。 

（３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

していない者であること。 

（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。 

（５）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給（入札等）制度要綱」 

及び「甲府市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱」に基づく指名停

止を受けている日が含まれている者でないこと。 

（６）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

（７）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

（８）市税の滞納がない者であること。 

３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等 
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（１）配付期間 令和６年２月８日（木）～令和６年２月１９日（月） 

（この期間内の土曜日、日曜日、祝日を除く。） 

午前９時００分～午後５時００分 

令和６年２月１９日（月）については、午後３時００分まで 

（２）配付場所 甲府市まちづくり部まちづくり総室総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎８階 

電話０５５－２３７－５７９７ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。 

（４）申請書等の受付期間及び場所 

ア 期間 令和６年２月８日（木）～令和６年２月１９日（月） 

（この期間内の土曜日、日曜日、祝日を除く。） 

午前９時００分～午後５時００分 

令和６年２月１９日（月）については、午後３時００分まで 

イ 場所 甲府市まちづくり部まちづくり総室総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎８階 

電話０５５－２３７－５７９７ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 令和６年３月６日（水） 午前１１時００分 

（２）場 所 甲府市役所本庁舎７階 会議室７－２ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

ただし、入札場所等については変更する場合がある。 

５ 入札方法 

落札者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／

１００に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消

費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の

１００／１１０に相当する金額を入札書に記載すること。 

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。 

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

８ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金：（契約金額の１０／１００）：納付  

ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に国
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（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契

約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を

履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。 

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。 

（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 
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甲府市告示第６７号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の

１件の一般競争入札を執行する。 

 

令和６年２月１３日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象物品 

⑴ 入札番号     第２８６７号 

⑵ 物件名       児童用机・椅子 

⑶ 品質・規格・数量など  入札説明書による 

⑷ 納入期限       入札説明書による 

⑸ 納入場所       入札説明書による 

⑹ 予定価格       公表しない 

⑺ 最低制限価格          設けない 

２ 入札参加資格 

  甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件  

をすべて満たす者 

⑴ 甲府市内に本店を有する者であること。  

⑵ 甲府市の物品供給競争入札参加資格の認定において、第１希望の業種が「事

務用品」で登録されている者であること。 

⑶ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当  

しない者であること。 

⑷ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。  

⑸ この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給（入札等）制度要

綱」に基づく指名停止を受けている日が含まれている者でないこと。 

⑹ 入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。  

  また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

⑺ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

⑻ 市税の滞納がない者であること。 

⑼ 当該物品供給について、納入が可能であることを証明できる者であること。

３ 入札説明書、仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等 

⑴ 配付期間 令和６年２月１３日（火）～令和６年２月２２日（木） 
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（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

⑵ 配付場所 甲府市役所本庁舎６階 行政経営部契約管財室契約課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１９４ 

⑶ 配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。  

⑷ 申請書等の受付期間及び場所 

ア 期間  令和６年２月１３日（火）～令和６年２月２２日（木） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

イ 場所  甲府市役所本庁舎６階 行政経営部契約管財室契約課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１９４ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

⑴ 日 時 令和６年３月５日（火） 午前９時３０分 

⑵ 場 所 甲府市役所本庁舎６階 入札室１ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号  

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／ 

１００に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消

費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の

１００／１１０に相当する金額を入札書に記載すること。 

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  

８ その他 

⑴ 入札保証金：免除 

⑵ 契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付 

ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に

国（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする

契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約

を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。 
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⑶ 契約書作成の要否：要 

⑷ 仕様説明会は行わない。 

⑸ その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。  
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甲府市告示第６８号 

 

次の市税等の徴収にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に

郵送したが返送されたため調査を行ったが、なお不明のため地方税法（昭和２５年

法律第２２６号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい

つでも交付する。 

 

  令和６年２月１４日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        差押調書（謄本）企発第２４７７２号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市企画財務部収納管理室滞納整理課  
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甲府市告示第６９号  

 

空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号）第２２条第

１０項による特定空家等の略式代執行時に発見された動産を保管したので、その所

有者又は管理者（以下「所有者等」という。）に対して、動産を引き取るよう公告を

行う。 

なお、期限内に所有者等が現れない場合は、市にて処分する。 

 

令和６年２月１５日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一      

 

１ 保管した動産の種類及び数量 

 ・位牌       １点 

 ・免許証      １点 

 ・古銭       多数 

２ 拾得の期間 

 令和６年１月１８日（木）から令和６年１月３０日（水）まで 

３ 拾得の場所 

 甲府市山宮町７２６番地の家屋内部 

４ 保管期間 

 令和６年５月１５日（水）まで 

５ 保管方法、受付時間、連絡先 

 保管方法：市有施設に施錠の上、保管している。 

 受付時間：平日 午前９時から午後５時まで 

 連 絡 先：甲府市まちづくり部まちづくり総室空き家対策課 

      〒４００－８５８５ 山梨県甲府市丸の内一丁目１８番１号 

      電話０５５－２３７－５３５０ 

６ 所有権の確認について 

 本動産の所有権を主張する場合には、その権利を第三者に対して証明する書類等

を持参すること。 

７ 特記事項（不利益事項） 

 本家屋の所有権を有すると判明した場合、任意で略式代執行費用を徴収する。 
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甲府市告示第７０号 

 

動物の愛護及び管理に関する法律第３５条第３項の規定に基づき次の犬又は猫の

引取りを行ったので、甲府市動物の愛護及び管理に関する条例第１５条第４項の規

定により告示する。 

この犬又は猫の所有者は、令和６年２月２０日までに、引き取る旨の連絡を次の

連絡先にすること。 

なお、この期日までに引き取る旨の連絡を行わなかった場合は、この犬又は猫は

処分する。 

 

  令和６年２月１５日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 拾得場所：甲府市上曽根町地内（甲府市立中道北小学校付近）  

２ 犬又は猫の別：犬 

３ 種類：柴犬風 

４ 性別：オス 

５ 毛の色：茶白 

６ その他の特徴：成犬、首輪なし 

７ 連絡先：甲府市福祉保健部保健衛生室生活衛生薬務課 

     電話０５５－２３７－２５５０ 
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甲府市告示第７１号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の１

件の一般競争入札を執行する。 

 

令和６年２月１９日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 一般競争入札に付する事項 

（１） 貸付物件 

   次の物件を入札に付する。 

   施設名称：甲府市役所南庁舎 

   所 在 地：甲府市相生二丁目１７番１号 

物件
番号 

貸付場所 貸付面積 設置台数 備考 

１ 
甲府市役所南庁舎 

施設入口 
２．００㎡ 1 台 屋外設置 

�    （２）予定価格 

   公表しない。 

（３）貸付期間 

令和６年４月１日から令和９年３月３１日まで 

（４）用途 

   自動販売機（飲料）の設置・運営に限る。 

２ 一般競争入札参加資格 

  次の要件をすべて満たす法人又は個人に限り応募することができる。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項に規定

する一般競争入札に参加させることができない者又は同条第２項各号に掲げ

る者のいずれにも該当しない法人又は個人であること。 

（２）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第２号から第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又

は法人であってその役員が暴力団員でないこと。 

（３）無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第

１４７号）に基づく処分の対象となっている団体及びその構成員でないこと。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争
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入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

（５）法人にあっては山梨県内に本店・支店または営業所を有し、個人にあっては

山梨県内に事業所等を設けて事業を営んでいること。 

（６）自動販売機の設置業務において、自ら管理・運営する３年以上の実績を有し、

かつ現時点においても行っている者であること。 

（７）国税及び本店・支店等が所在する市町村の税を滞納していないこと。 

３ 募集要項及び仕様書の配付期間、配付場所及び配付方法 

（１）配付期間 

 令和６年２月１９日（月）から令和６年３月４日（月）まで 

   （この期間内の市の休日を除く） 

   午前９時から午後５時まで 

（２）配付場所 

甲府市行政経営部契約管財室管財課（甲府市役所本庁舎５階） 

   甲府市丸の内一丁目１８番１号 

   電話番号０５５－２３７－５１９７ 

（３）配付方法 

直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホームページ（事

業者向け情報／入札・契約／入札情報）から情報を入手する場合は、この限り

ではない。 

４ 入札参加申込み 

  この入札に参加を希望する者は、募集要項に示す「一般競争入札参加申込書」

ほか提出書類を下記の申込場所まで持参すること。  

（１）申込期間  

令和６年２月２０日（火）から令和６年３月４日（月）まで 

（この期間内の市の休日を除く） 

   午前９時から午後５時まで 

（２）申込場所 

甲府市行政経営部契約管財室管財課（甲府市役所本庁舎５階） 

甲府市丸の内一丁目１８番１号  

５ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日時 

 令和６年３月１８日（月）午後１時３０分 

（２）場所 

甲府市丸の内一丁目１８番１号  

甲府市役所本庁舎８階 会議室８－１、８－２ 

   ただし、入札場所等については、変更する場合がある。  

６ 入札方法 

  落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０

に相当する額を加算した額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数

金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金額とするので、入札者は、消費税

及び地方消費税に係る課税事業者であるか否かを問わず、契約希望金額の１１０
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分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

７ 入札の無効 

  この告示に示した入札参加資格のない者の行った入札、申告書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

  なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。 

８ 落札者の決定方法 

  甲府市が定める予定価格以上で、最高の金額をもって有効な入札を行った者を

落札者とする。 

９ その他 

（１）入札保証金 

   免除 

（２）契約保証金 

設置事業者として決定した者は、契約締結に際して、契約保証金として契約

金額の１００分の１０の額を納入しなければならない。ただし、甲府市契約規

則（昭和５０年規則第６６号）第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の

間に国（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じく

する契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、

契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除とする。 

（３）契約書作成の要否 

   要 

（４）説明会 

   行わない。 

（５）その他 

詳細は、募集要項及び仕様書による。 
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甲府市告示第７２号 

 

次の市税等の徴収にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に

郵送したが返送されたため調査を行ったが、なお不明のため地方税法（昭和２５年

法律第２２６号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい

つでも交付する。 

 

  令和６年２月１９日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        差押調書（謄本）企発第２４９４８号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市企画財務部収納管理室滞納整理課  
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甲府市告示第７３号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の２

件の一般競争入札を執行する。 

 

令和６年２月１９日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 一般競争入札に付する事項 

（１） 貸付物件 

   次の物件ごとに入札に付する。 

   施設名称：甲府市相生福祉センター 

   所 在 地：甲府市相生二丁目１７番１号 

物件
番号 

貸付場所 貸付面積 設置台数 備考 

１ 

甲府市 

相生福祉センター内 

自販機コーナー 

２．００㎡ １台 屋内設置 

２ 

甲府市 

相生福祉センター内 

自販機コーナー 

２．００㎡ １台 屋内設置 

（２）予定価格 

   公表しない。 

（３）貸付期間 

令和６年４月１日から令和９年３月３１日まで 

（４）用途 

   自動販売機（飲料）の設置・運営に限る。 

２ 一般競争入札参加資格 

  次の要件をすべて満たす法人又は個人に限り応募することができる。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項に規定

する一般競争入札に参加させることができない者又は同条第２項各号に掲げ

る者のいずれにも該当しない法人又は個人であること。 

（２）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第２号から第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又

は法人であってその役員が暴力団員でないこと。 

（３）無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第

１４７号）に基づく処分の対象となっている団体及びその構成員でないこと。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が
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なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

（５）法人にあっては山梨県内に本店・支店または営業所を有し、個人にあっては

山梨県内に事業所等を設けて事業を営んでいること。 

（６）自動販売機の設置業務において、自ら管理・運営する３年以上の実績を有し、

かつ現時点においても行っている者であること。 

（７）国税及び本店・支店等が所在する市町村の税を滞納していないこと。 

３ 募集要項及び仕様書の配付期間、配付場所及び配付方法 

（１）配付期間 

 令和６年２月１９日（月）から令和６年３月４日（月）まで 

   （この期間内の市の休日を除く） 

   午前９時から午後５時まで 

（２）配付場所 

甲府市福祉保健部福祉保健総室総務課高齢者支援係 

（甲府市役所本庁舎２階④番窓口） 

   甲府市丸の内一丁目１８番１号 

   電話番号０５５－２３７－５６１３ 

（３）配付方法 

直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホームページ（事

業者向け情報／入札・契約／入札情報）から情報を入手する場合は、この限り

ではない。 

４ 入札参加申込み 

  この入札に参加を希望する者は、募集要項に示す「一般競争入札参加申込書」

ほか提出書類を下記の申込場所まで持参すること。  

（１）申込期間  

令和６年２月２０日（火）から令和６年３月４日（月）まで 

（この期間内の市の休日を除く） 

   午前９時から午後５時まで 

（２）申込場所 

甲府市福祉保健部福祉保健総室総務課（甲府市役所本庁舎２階） 

甲府市丸の内一丁目１８番１号  

５ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日時 

 令和６年３月１８日（月）午後２時００分から、別表１のとおり物件ごとに

順次実施する。 

（２）場所 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

甲府市役所本庁舎８階 会議室８－１、８－２ 

   ただし、入札場所等については、変更する場合がある。  

６ 入札方法 

  落札決定に当たっては、すべての物件について、入札書に記載された金額に当
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該金額の１００分の１０に相当する額を加算した額（当該金額に１円未満の端数

があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）を以って落札金額とする

ので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか否かを問わず、

契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

７ 入札の無効 

  この告示に示した入札参加資格のない者の行った入札、申告書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

  なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。 

８ 落札者の決定方法 

  甲府市が定める予定価格以上で、最高の金額をもって有効な入札を行った者を

落札者とする。 

９ その他 

（１）入札保証金 

   免除 

（２）契約保証金 

設置事業者として決定した者は、契約締結に際して、契約保証金として契約

金額の１００分の１０の額を納入しなければならない。ただし、甲府市契約規

則（昭和５０年規則第６６号）第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の

間に国（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じく

する契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、

契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除とする。 

（３）契約書作成の要否 

   要 

（４）説明会 

   行わない。 

（５）その他 

詳細は、募集要項及び仕様書による。 

別表１ 

 入札日時 

物件番号 入札日 入札時間 

１ 

令和６年３月１８日（月） 

午後２時００分 

２ 午後２時１５分 
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                           甲府市告示第７４号  

 

 令和６年３月甲府市議会定例会を令和６年２月２８日午後１時、甲府市丸の内一

丁目１８番１号甲府市議会議場に招集する。  

 

  令和６年２月２０日 

                  

                 甲府市長 樋 口 雄 一 
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                           甲府市告示第７５号  

 

 次の差押に係る書類は、その送達を受けるべき者の住所、居所が明らかでないた

め、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条及び第２０条の２の規定によ

り公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときは、

いつでも交付する。 

 

令和６年２月２０日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        差押調書（謄本）福発第６２２１号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市福祉保健部保険経営室健康保険課 
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甲府市告示第７６号  

 

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の５第２項の規定による指定地

域密着型サービス事業者として次の者の廃止届を受理したので、同法第７８条の１

１の規定により公示する。 

                                      

令和６年２月２０日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

                  

１ 介護保険事業所番号   １９７０１０２０９９ 

２ 事業所の名称      甲府市上九一色デイサービスセンター 

３ 事業所の所在地      甲府市古関町１１７４番地 

４ 当該事業所の申請者      甲府市相生二丁目１７番１号 

              社会福祉法人甲府市社会福祉協議会 

              会長 山 田 文 夫 

５ サービスの種類      地域密着型通所介護 

６ 廃止年月日          令和６年２月２９日 
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                           甲府市告示第７７号 

 

甲府市市税条例（昭和２５年８月条例第２９号。以下「条例」という。）第１０

条の２第１項の規定により、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）又は条例に定

める申告、申請、請求その他書類の提出（審査請求に関するものを除く。）又は納

付若しくは納入に関する期限（以下「納期限等」という。）を次のように延長する

ことを告示する。 

 

  令和６年２月２０日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

市税の納税義務者のうち住所又は居所の所在地（納税者が法人等である場合は、

法人税に係る納税地（本店又は主たる事務所の所在地以外を納税地と指定されてい

る場合においては、当該本店又は主たる事務所の所在地を含む。））が、次の表に

掲げる地域にある者に係る納期限等で、当該市税の納期限が令和６年１月１日以降

に到来するものについては、その納期限等を別に告示で定める期限まで延長する。  

 

指定地域 

富山県、石川県 
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                           甲府市告示第７８号  

 

 次の差押に係る書類は、その送達を受けるべき者の住所、居所が明らかでないた

め、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条及び第２０条の２の規定によ

り公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときは、

いつでも交付する。 

 

令和６年２月２１日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        差押調書（謄本）福発第６２０８号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市福祉保健部保険経営室健康保険課 
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                          甲府市告示第７９号  

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する｡  

 

  令和６年２月２１日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

  

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

甲府市後屋町字堰端８０番１及び８０番４から８０番１１まで 

   以上９筆 

２ 公共施設の種類、位置 

公共施設の種類 道路及びごみ集積所 

位 置 及 び 区 域 別添図のとおり 

  （開発登録簿及び土地利用計画図は甲府市まちづくり部まち開発室都市計画課

に備え置いて縦覧に供する。） 

３ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   甲府市大里町４４０２番地５ 

   有限会社交和エステート 

代表取締役 家 苗 浩 明 
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                          甲府市告示第８０号

  

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の

１件の一般競争入札を執行する。 

 

令和６年２月２２日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札 公告個別事項 

入札番号 （管）２０９号 

工事名 遊亀公園附属動物園第Ⅰ期整備（井水受水槽設置）工事 

工事場所 甲府市太田町１０－１ 

工事概要 

１ 工事内容 

井水受水槽設置工事１式 

Ａ１．井水受水槽・井水配管設備工事１式 

Ａ２．電気設備工事１式 

〇井水受水槽 

 ステンレスパネル溶接形ポンプ室付タンク 

 呼称１６ｍ３ 実容量１２ｍ３  

 耐震１．５Ｇ  

寸法４，０００Ｌ×２，０００Ｗ× 

２，０００Ｈ 

ポンプ室（２，０００Ｌ×２，０００Ｗ× 

２，０００Ｈ） 

〇給水加圧装置 

 推定末端圧力一定給水ユニット（インバー 

 タ―方式） 水量２７０ℓ /ｍｉｎ 

 揚程３２ｍＡｑ 

 ２台並列交互運転 ３相２００Ｖ 

 ２．２ｋｗ×２台 

２ 工期 令和７年３月１７日まで 

３ 

完全週休２日 

制を確保する 

モデル工事試 

行要領 

適用（方式：発注者指定型） 

４ 
予定価格 

（税込み） 
２４，６４０，０００円 

５ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
非適用 

入札参加資 １ 本店所在地 甲府市内 
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格 ２ 競争入札参加資格 管 Ａ又はＢ 

３ 同種工事施工実績 

公共施設等の機械設備工事。 

ただし、１件の工事請負額が、 

１，２００万円以上の実績に限る。 

元請として平成２０年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものとし、企業体の施工実績を 

各企業の施工実績として扱う。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

５ 近接工事 

令和５年７月２４日告示の（管） 

８４号「遊亀公園附属動物園第Ⅰ期 

整備（機械設備）工事」の落札者は、

本工事の落札者となることはできま 

せん。 

日程 

１ 入札説明書等配付開始日 令和６年２月２２日 

２ 入札説明書等配付締切日 令和６年３月５日 

３ 申請書受付開始日 令和６年２月２２日 

４ 申請書受付締切日 
令和６年３月５日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和６年３月１１日 

６ 設計図書配付開始日 令和６年２月２２日 

７ 設計図書配付締切日 令和６年３月１２日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和６年２月２２日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和６年３月１２日 

10 入札及び開札日時 
令和６年３月１８日 

午前９時５０分 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

入札参加資 

格に対する 
１ 質問 

令和６年３月１４日 

午後５時まで 
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説明 ２ 回答 令和６年３月１５日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 
前金払 請求できる。 

中間前金払 請求できる。 

年度支払限度額 
令和５年度 ９，８５６，０００円 

令和６年度 残金 

問い合わせ先 

甲府市行政経営部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                           甲府市告示第８１号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の

１件の一般競争入札を執行する。 

なお、対象工事は、価格と価格以外の要素とを総合的に評価して落札者を決定す

る総合評価落札方式の工事であり、かつ、甲府市余裕期間制度の試行に係る事務処

理要領の適用を受けるものである。 

 

令和６年２月２２日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

                  

一般競争入札（総合評価落札方式）公告個別事項 

入札番号 （舗装）２１０号 

工事名 緑が丘スポーツ公園駐車場外整備工事（余フ） 

工事場所 甲府市緑が丘二丁目地内 

工事概要 

１ 工事内容 

表層工 Ａ＝２７０３ｍ２ 

路盤工 Ａ＝２１０３ｍ２ 

区画線工 一式 

張芝工 Ａ＝１２０ｍ２ 

側溝工 Ｌ＝１１４ｍ 

時計台工 １基 

照明設備工 一式 

付帯工 一式 

２ 工期 令和６年１１月２６日まで 

３ 

適用される 

余裕期間制 

度の方式の 

別及び工事 

開始日 

方式：フレックス方式 

工事開始日：令和６年４月１日から令和６年５月 

３１日までの間で受注者が選択する日 

４ 

完全週休２ 

日制を確保 

するモデル 

工事試行要 

領 

適用（方式：発注者指定型） 

４ 
予定価格 

（税込み） 
４９，６５４，０００円 

５ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

入札参加資 １ 本店所在地 甲府市内 
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格 

２ 競争入札参加資格 

舗装 

直近の経営事項審査結果通知書の総 

合評定値（Ｐ）７００点以上 

３ 同種工事施工実績 

舗装工事等。 

た だ し 、 １ 件 の 工 事 請 負 額 が 、 

２，４００万円以上の実績に限る。 

元請として平成２０年４月１日以降に

完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものとし、企業体の施工実績は 

各企業の施工実績として扱う。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績は

求めません。） 

総合評価に 

関する事項 

１ 総合評価方式の種類 地域貢献評価型 

２ 加算点の満点 １０ 

３ 評価の基準 
総合評価入札技術等審査確認資料作 

成要領による 

日程 

１ 
入札説明書等配付開始 

日 
令和６年２月２２日 

２ 
入札説明書等配付締切 

日 
令和６年３月５日 

３ 申請書受付開始日 令和６年２月２２日 

４ 申請書受付締切日 
令和６年３月５日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和６年３月１１日 

６ 設計図書配付開始日 令和６年２月２２日 

７ 設計図書配付締切日 令和６年３月１２日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和６年２月２２日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和６年３月１２日 

10 入札日時 
令和６年３月１８日 

午前９時４０分 

11 
価格以外の評価点公表 

日 
令和６年３月２２日 
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12 開札日時 
令和６年３月２８日 

午前９時４０分 

13 落札者決定日 令和６年３月２９日 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

３ 
契約時 

（落札者のみ） 
工事開始日設定通知書 

４ 
工事開始日 

（落札者のみ） 
配置予定技術者の従事状況 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
令和６年３月１４日 

午後５時まで 

２ 回答 令和６年３月１５日 

価格以外の 

評価に関す 

る照会 

１ 質問 令和６年３月２６日まで 

２ 回答 令和６年３月２７日 

価格以外の評価 

を修正した場合 
公表 令和６年３月２７日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 
前金払 請求できる。 

中間前金払 請求できる。 

問い合わせ先 

甲府市行政経営部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                          甲府市告示第８２号  

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する｡  

 

  令和６年２月２６日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

  

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

   甲府市横根町字神田６０番１、６０番４から６０番８まで及び８０番２から 

８０番４まで 

   以上９筆及び道 

２ 公共施設の種類、位置 

公共施設の種類 水路 

位 置 及 び 区 域 別添図のとおり 

  （開発登録簿及び土地利用計画図は甲府市まちづくり部まち開発室都市計画課

に備え置いて縦覧に供する。） 

３ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   甲府市横根町９６番地１ 

   田 中 翔 太 
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                          甲府市告示第８３号  

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する｡  

 

  令和６年２月２６日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

  

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

   甲府市横根町字神田８０番１及び８０番５ 

   以上２筆 

２ 公共施設の種類、位置 

公共施設の種類 水路 

位 置 及 び 区 域 別添図のとおり 

  （開発登録簿及び土地利用計画図は甲府市まちづくり部まち開発室都市計画課

に備え置いて縦覧に供する。） 

３ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   東京都文京区西片一丁目１５番１５号 

   株式会社トモズ 

代表取締役 角 谷 真 司 
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甲府市告示第８４号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の地縁による団体

として認可したので、同条第１０項の規定により次のとおり告示する。 

 

令和６年２月２６日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 名 称  湯田第一自治会 

２ 規約に定める目的 

  この会は、その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理、防

犯及び防火・防災活動等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活

動を行うことにより、町民相互の親睦と文化、生活の向上及び福祉の増進を図る

と共に、民主社会の確立を期することを目的とする。 

３ 区 域 

甲府市湯田一丁目のうち５番から７番、１５番、甲府市太田町１８番の一部、

１９番の一部、２４番の一部から３２番までの区域とする。  

４ 主たる事務所 

  この会は事務所を、甲府市湯田一丁目１５番１１号におく。 

５ 代表者の氏名及び住所 

  代表者 渡 邊  久 

住 所 甲府市湯田一丁目１５番１１号  

６ 認可年月日 

  令和６年２月２１日 
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甲府市告示第８５号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の地縁による団体

として認可したので、同条第１０項の規定により次のとおり告示する。 

 

令和６年２月２６日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 名 称  湯田町第二自治会 

２ 規約に定める目的 

  この会は、その区域の住民相互の連絡や親睦、環境整備、防犯及び防火・防災

活動、財産の維持管理等、地域的な共同活動を行うことにより、会員相互の親睦、

地域福祉の増進を図ると共に、住みよい生活環境をつくり、良好な地域の維持及

び形成に資することを目的とする。 

３ 区 域 

甲府市太田町１０番３号と４号、１１番から１７番、また１８番２号及び甲

府市青沼３丁目７番と８番、１７番から１８番までの区域とする。 

４ 主たる事務所 

  この会は事務所を、甲府市太田町１３番６号におく。 

５ 代表者の氏名及び住所 

  代表者 依 田 正 之 

住 所 甲府市太田町１３番６号 

６ 認可年月日 

  令和６年２月２１日 

- 58 -



甲府市告示第８６号  

 

甲府市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱（平成

２８年福第１号）第７第２項の規定による介護予防・日常生活支援総合事業指定事

業者として次の者の廃止届を受理したので、同要綱第１０の規定により公示する。 

                                      

令和６年２月２７日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

                  

１ 介護保険事業所番号   １９７０８００３６１ 

２ 事業所の名称      昭寿荘デイサービスセンター  

３ 事業所の所在地      中巨摩郡昭和町西条２６０５ 

４ 当該事業所の申請者      中巨摩郡昭和町西条２６０５ 

              社会福祉法人昭和会 

              理事長 齊 藤 和 磨 

５ サービスの種類      介護予防・日常生活支援総合事業  

（介護予防通所介護相当サービス） 

６ 廃止年月日          令和６年３月３１日 
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甲府市告示第８７号 

 

動物の愛護及び管理に関する法律第３６条第２項の規定に基づき次の犬、猫等の

収容を行ったので、甲府市動物の愛護及び管理に関する条例第１７条の規定により

告示する。 

この犬、猫等の所有者は、令和６年３月５日までに、引き取る旨の連絡を甲府市

健康支援センターにすること。 

なお、この期日までに引き取る旨の連絡を行わなかった場合は、この犬、猫等は

処分する。 

 

  令和６年２月２７日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 収容場所：甲府市下曽根町地内 

２ 動物種：猫 

３ 種類：雑種 

４ 性別：メス 

５ 毛の色：黒白 

６ その他の特徴：成猫、首輪なし 

７ 連絡先：甲府市福祉保健部保健衛生室生活衛生薬務課  

      電話：０５５－２３７－２５５０ 
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甲府市告示第８８号  

 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成

１７年法律第１２３号）第２９条第１項に規定する指定障害福祉サービス事業者と

して次の者を指定したので、同法第５１条第１号の規定により公示する。 

 

  令和６年２月２９日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 事業者名     医療法人慶友会 

２ 事業者の所在地  甲府市城東四丁目１３番１５号 

３ 事業所名     城東病院医療型ショートステイ 

４ 事業所の所在地  甲府市城東四丁目１３番１５号 

５ 事業の種類    短期入所 

６ 主たる対象者   身体障害者・知的障害者・精神障害者・難病等対象者 

７ 指定事業所番号  １９１０１０３７４４ 

８ 指定年月日    令和６年３月１日 
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甲府市告示第８９号  

 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 

１７年法律第１２３号）第５１条の１７第１項第１号に規定する指定特定相談支援

事業者及び児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２４条の２６第１項第１号

に規定する指定障害児相談支援事業者として次の者を指定したので、障害者の日常

生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第５１条の３０第２項第１号及び

児童福祉法第２４条の３７第１号の規定により公示する。 

 

  令和６年２月２９日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 事業者名     社会福祉法人笹の葉会 

２ 事業者の所在地  山梨県中巨摩郡昭和町河西１１４９番地２  

３ 事業所名     相談支援事業所すばる甲府 

４ 事業所の所在地  甲府市大里町５１６３番地 

５ 事業の種類    指定特定相談支援 

           指定障害児相談支援 

６ 主たる対象者   身体障害者・知的障害者・精神障害者・障害児  

７ 指定事業所番号  １９３０１０３７０８（指定特定相談支援） 

           １９７０１０３７１７（指定障害児相談支援） 

８ 指定年月日    令和６年３月１日 
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甲府市告示第９０号  

 

 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の５の３第１項に規定する指

定障害児通所支援事業者として次の者を指定したので、同法第２１条の５の２５第

１号の規定により公示する。 

 

  令和６年２月２９日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 事業者名     合同会社しょすたこぼると 

２ 事業者の所在地  甲府市国玉町１０００番地２０ 

３ 事業所名     重症児放課後等デイサービスぱるしゃこんぬ 

４ 事業所の所在地  甲府市飯田四丁目２番３１号 光進ビル１０１ 

５ 事業の種類    放課後等デイサービス 

６ 主たる対象者   重症心身障害児 

７ 指定事業所番号  １９５０１０３７２９ 

８ 指定年月日    令和６年３月１日 
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甲府市告示第９１号  

 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律

第１２３号）第２９条第１項に規定する指定障害福祉サービス事業者から次のとお

り事業の廃止の届出があったので、同法第５１条第２号の規定により公示する。 

 

  令和６年２月２９日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 事業者名     株式会社ファーストナース 

２ 事業者の所在地  東京都港区新橋二丁目１２番１６号  

３ 事業所名     あやめはうす甲府 

４ 事業所の所在地  甲府市国母七丁目３番１号 

５ 事業の種類    共同生活援助 

６ 指定事業所番号  １９２０１０３０７２ 

７ 廃止年月日    令和６年２月２９日 
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甲府市告示第９２号  

 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律

第１２３号）第２９条第１項に規定する指定障害福祉サービス事業者として次の者

を指定したので、同法第５１条第１号の規定により公示する。 

 

  令和６年２月２９日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 事業者名     株式会社デジタルヘルス 

２ 事業者の所在地  東京都港区新橋三丁目１１番１号  

３ 事業所名     あやめはうす甲府 

４ 事業所の所在地  甲府市国母七丁目３番１号 

５ 事業の種類    共同生活援助 

６ 主たる対象者   身体障害者、知的障害者、精神障害者 

７ 指定事業所番号  １９２０１０３７３４ 

８ 指定年月日    令和６年３月１日 
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議会局  
 

甲府市議会規程第１号 

 甲府市議会議員の請負の状況の公表に関する規程をここに公布する。 

  令和６年２月１６日 

 

 

                 甲府市議会議長 坂 本 信 康 

 

 

   甲府市議会議員の請負の状況の公表に関する規程 

 （目的） 

第１条 この規程は、甲府市議会議員（以下「議員」という。）が甲府市に対し請 

負（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９２条の２に規定する請負をい 

う。以下同じ。）をする者又はその支配人である場合における請負の状況を公表

すること等により、請負の状況の透明性を確保し、もって議会の運営の公正及び

事務の執行の適正を図ることを目的とする。 

（報告） 

第２条 議員は、毎年６月１日から同月３０日までの間（当該期間内に任期満了又 

は議会の解散による任期終了により議員でない期間がある者で当該任期満了又は

議会の解散による選挙により再び議員となったものにあっては、再び議員となっ

た日から起算して３０日を経過する日までの間）に、当該６月３０日の属する会

計年度の前会計年度（議員である期間に限る。第１号エにおいて同じ。）におけ

る甲府市に対する請負（当該前会計年度において支払を受けたものに限る。）に

ついて、議長に対し、次に掲げる事項を報告しなければならない。 

⑴ 請負ごとに、それぞれ次に掲げる事項 

ア 請負の対象とする役務、物件等 

イ 契約締結日 

ウ 契約金額（契約金額が定められている請負に限る。） 
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エ 当該６月３０日の属する会計年度の前会計年度において支払を受けた総額 

⑵ 前号エに掲げる総額の合計額 

２ 議員は、前項の規定による報告を訂正する必要があるときは、議長に、当該訂 

正の内容を届け出なければならない。 

（報告の一覧の作成及び公表） 

第３条 議長は、前条第１項の規定による報告（前条第２項の規定による訂正があ 

った場合にあっては、当該訂正後の報告）の一覧を作成し、公表しなければなら

ない。 

（報告等の保存及び閲覧等 )  

第４条 第２条の規定による報告及び訂正は、議長において、当該報告をすべき期 

限の翌日から起算して５年を経過する日まで保存しなければならない。 

２ 何人も、議長に対し、前項の規定により保存されている報告及び訂正の閲覧又 

は写しの交付を請求することができる。 

３ 前項の規定による写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する 

費用として実費の範囲内において議長が定める額を負担しなければならない。 

 （委任） 

第５条 この規程の施行に関し必要な事項は、議長が定める。 

附 則 

（施行期日） 

この規程は、公布の日から施行し、令和５年４月１日に始まる会計年度における

請負から適用する。 
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教育委員会         
 

甲府市教育委員会告示第１号 

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の１ 

件の一般競争入札を執行する。  

 

令和６年２月９日 

 

甲府市教育委員会 

教育長 松 田 昌 樹 

 

１ 入札対象業務 

（１）入札番号      （賃貸借）第２００１号 

（２）業務名称      高速フルカラープリンター賃貸借 

（３）履行期間      令和６年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

（４）履行場所      仕様書による 

（５）業務内容      仕様書による 

（６）予定価格      公表しない 

（７）最低制限価格    設けない 

２ 入札参加資格 

甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者又は令和６年

度における甲府市物品供給競争入札参加資格申請を提出し、受理されている入札

有資格者名簿の登載予定者で、次の条件をすべて満たす者  

（１）甲府市内に本店又は本社を有する者であること。  

（２）甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定において、第１希望の業種

が「事務用品」で登録されている者又は令和６年度における甲府市物品供給競

争入札参加資格の申請において、第１希望の業種が「事務用品」で申請してい

る者であること。 

（３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

していない者であること。 

（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。 

（５）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給（入札等）制度要

綱」及び「甲府市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱」に基づく

指名停止を受けている日が含まれている者でないこと。 

（６）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を
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経過していること。 

（７）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けたものを除く。）でないこと。 

（８）市税の滞納がない者であること。  

３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等 

（１）配付期間 令和６年２月９日（金）～令和６年２月２０日（火） 

（この期間内の土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

午前９時～午後５時 

（２）配付場所 甲府市教育委員会総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎９階 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。 

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 令和６年２月９日（金）～令和６年２月２０日（火） 

（この期間内の土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

午前９時～午後５時 

イ 場所 甲府市教育委員会総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎９階 

電話 ０５５－２２３－７３２０ 

※郵送は不可 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 令和６年３月８日（金） 午前１０時００分 

（２）場 所 甲府市役所本庁舎９階 会議室９－２ 

       甲府市丸の内一丁目１８番１号  

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／ 

１００に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消

費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の

１００／１１０に相当する金額を入札書に記載すること。  

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とす  

る。 

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  

７ 落札者の決定方法 
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甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  

８ 長期継続契約 

本入札は「甲府市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に

基づく長期継続契約であり、翌年度以降において当該契約に係る歳入歳出予算に

ついて減額又は削除があった場合は当該契約は解除する。  

９ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付  

   ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に

国（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする

契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約

を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。  

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。  

（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 
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甲府市教育委員会告示第２号 

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の１

件の一般競争入札を執行する。  

 

令和６年２月９日 

 

甲府市教育委員会 

教育長 松 田 昌 樹 

 

１ 入札対象業務 

（１）入札番号      （賃貸借）第２００２号 

（２）業務名称      プロジェクター等機器一式賃貸借 

（３）履行期間      令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

（４）履行場所      仕様書による 

（５）業務内容      仕様書による 

（６）予定価格      公表しない 

（７）最低制限価格    設けない 

２ 入札参加資格 

甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者又は令和６年

度における甲府市物品供給競争入札参加資格申請を提出し、受理されている入札

有資格者名簿の登載予定者で、次の条件をすべて満たす者  

（１）甲府市内に本店又は本社を有する者であること。  

（２）甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定において、業種が「事務用

品」で登録されている者又は令和６年度における甲府市物品供給競争入札参加

資格の申請において、業種が「事務用品」で申請している者であること。 

（３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

していない者であること。 

（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。 

（５）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給（入札等）制度要

綱」及び「甲府市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱」に基づく指

名停止を受けている日が含まれている者でないこと。  

（６）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

（７）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けたものを除く。）でないこと。 

- 71 -



（８）市税の滞納がない者であること。  

３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等 

（１）配付期間 令和６年２月９日（金）～令和６年２月２０日（火） 

（この期間内の土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

午前９時～午後５時 

（２）配付場所 甲府市教育委員会総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎９階 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。 

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 令和６年２月９日（金）～令和６年２月２０日（火） 

（この期間内の土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

午前９時～午後５時 

イ 場所 甲府市教育委員会総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎９階 

電話 ０５５－２２３－７３２０ 

※郵送は不可 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 令和６年３月８日（金） 午前１０時３０分 

（２）場 所 甲府市役所本庁舎９階 会議室９－２ 

       甲府市丸の内一丁目１８番１号  

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／ 

１００に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消

費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の

１００／１１０に相当する金額を入札書に記載すること。  

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とす  

る。 

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  

８ 長期継続契約 

本入札は「甲府市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に

基づく長期継続契約であり、翌年度以降において当該契約に係る歳入歳出予算に
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ついて減額又は削除があった場合は当該契約は解除する。  

９ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付  

   ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に

国（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする

契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約

を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。  

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。  

（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 
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監査委員 
 

甲府市監査委員告示第１号 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の３７第５項の規定に基づ

き、包括外部監査人關本喜文から監査の結果に関する報告の提出があったので、同

法第２５２条の３８第３項の規定により、別冊のとおり公表する。 

 

令和６年２月２６日 

 

甲府市監査委員 望 月   伸 

同    雨 宮   均 

同    小 沢 宏 至 
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甲府市監査委員告示第２号  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１項及び第４項の規定に

よる令和５年度定期監査、同条第２項の規定による令和５年度行政監査、同条第７

項の規定による令和５年度財政援助団体等監査並びに同条第５項の規定による令和

５年度工事監査を実施したので、その結果に関する報告を同条第９項の規定により、

別冊のとおり公表する。 

 

令和６年２月２８日 

 

甲府市監査委員 望 月   伸 

同    雨 宮   均 

同    小 沢 宏 至 
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 農業委員会 
                       

甲府市農業委員会告示第２号 

 

 農業委員会等に関する法律第２７条第１項の規定に基づく甲府市農業委員会２月

定例総会を、甲府市農業委員会総会会議規則第２条の規定により、令和６年２月  

２９日午後２時００分に甲府市遊亀公民館において開催し、付議すべき事項につい

て審議することを公告する。 

 

  令和６年２月２２日 

                  

甲府市農業委員会会長 柿 嶋   敦 

 

付議すべき事項 

１ 農地法に基づく申請・届出等について 

２ 非農地証明交付申請の承認について 

２ 令和６年３月告示分農用地利用集積計画について 

３ 令和６年３月告示分農地中間管理権に係る農用地利用集積計画について 

４ 農用地利用集積等促進計画（案）について  
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上下水道局 
 

甲府市上下水道局告示第８号  

 

 甲府市水道事業給水条例（平成９年１２月条例第６７号）第７条にかかわる指定

給水装置工事事業者の指定をしたので、甲府市上下水道局指定給水装置工事事業者

規程（平成１０年２月管理規程第２号）第１０条第１号の規定により告示する。 

 

  令和６年２月１９日 

 

                 甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

                 甲府市上下水道局業務部長 上 田 和 正 

 

 指 定 番 号   第４８０号 

   指定業者名   相沢設備 

   所 在 地   西八代郡市川三郷町市川大門２７５２－１  

   代 表 者   相沢 敏 
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                       甲府市上下水道局告示第９号 

 

甲府市上下水道局契約規程(昭和３９年４月管理規程第２号)及び甲府市契約規則

(昭和５０年１２月規則第６６号)第５条の規定に基づき、次の１件の一般競争入札

を執行する。 

 

令和６年２月１９日   

 

甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

甲府市上下水道局業務部長 上 田 和 正 

 

１ 入札対象業務 

⑴ 入札番号    下水長契－１号 

⑵ 業務名称    甲府市浄化センター汚泥焼却施設運転管理等業務委託 

⑶ 履行期間    仕様書等による 

⑷ 施行場所    仕様書等による 

⑸ 業務内容    仕様書等による 

⑹ 予定価格    公表しない 

⑺ 最低制限価格  設けない 

２ 入札参加資格 

甲府市・甲府市上下水道局における入札参加資格の認定を受けている者で、次

の条件をすべて満たす者。 

⑴ 下水道処理施設維持管理業者登録規程（昭和６２年７月９日建設省告示第 

１３４８号）第２条に基づく下水道処理施設維持管理業者登録簿に登録されて

いる者で、関東地方整備局管内に本店又は本社を有する者であること。  

⑵ 日本国内の公共下水道又は流域下水道の脱水汚泥焼却施設（過給式流動焼

却炉で定格焼却能力６０ｔ／日以上）の運転管理業務に、過去１０年以内

（平成２６年４月１日から告示日まで）に元請として３年以上継続履行した

実績があること。なお、共同企業体の構成員としての場合は、その代表者に

限る。 

⑶ 業務総括責任者として、下水道処理施設管理技士の資格を有している者を専

任で業務場所に配置できる者であること。 

⑷ 甲府市浄化センター汚泥焼却施設運転管理等業務委託仕様書別表８に掲げる

資格者を配置できる者であること。 

⑸ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

していない者であること。 

⑹ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は法人であ

ってその役員が暴力団員でないこと。 

⑺ この公告の日から入札の日までの間に「甲府市上下水道局物品供給（入札

等）制度要綱」、「甲府市上下水道局建設工事等請負契約に係る指名停止等措
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置要綱」及び「甲府市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱」に基づ

く指名停止を受けている日が含まれている者でないこと。 

⑻ 入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

⑼ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更正手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除く。)でないこと。 

⑽ 税の滞納がない者であること。（所轄市区町村の法人住民税の未納がない

者。） 

３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等 

⑴ 配付期間 令和６年２月１９日（月）～令和６年２月２７日（火） 

     （この期間内の土曜日、日曜日、祝日を除く。） 

        午前９時～午後５時 

⑵ 配付場所 甲府市上下水道局業務部業務総室総務課管財契約係 

        甲府市下石田二丁目２３番１号 

        電話０５５－２２８－３４３６ 

⑶ 配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市上下水        

道局ホームページ（企業向け情報 入札情報）又は甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報（その他・公募

型））から情報を入手する場合は、この限りでない。 

⑷ 申請書等の受付期間及び場所 

  ア 期間 令和６年２月１９日（月）～令和６年２月２７日（火） 

       （この期間内の土曜日、日曜日、祝日を除く。） 

       午前９時～午後５時 

  イ 場所 甲府市上下水道局業務部業務総室総務課管財契約係 

       甲府市下石田二丁目２３番１号 

       電話０５５－２２８－３４３６ 

       ※郵送は不可 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

⑴ 日 時 令和６年３月２６日（火） 午前９時３０分 

⑵ 場 所 甲府市上下水道局本局庁舎３階大会議室 

       甲府市下石田二丁目２３番１号 

       ただし、入札場所等については変更する場合がある。 

５ 入札方法

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／１００ 

に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端 

数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１００

／１１０に相当する金額を入札書に記載すること。 
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６ 入札の無効 

  この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる 

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。 

７ 落札者の決定方法 

甲府市上下水道局契約規程及び甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定

められた予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落

札者とする。 

８ 長期継続契約 

本入札は「甲府市上下水道事業管理者の所管に係る長期継続契約を締結するこ

とができる規程」及び「甲府市長期継続契約を締結することができる契約を定め

る条例」に基づく長期継続契約であり、翌年度以降において当該契約に係る歳入

歳出予算について減額又は削除があった場合は、当該契約は解除する。 

９ その他 

⑴ 入札保証金：免除 

⑵ 契約保証金：納付（契約金額の１０／１００） 

ただし、甲府市上下水道局契約規程及び甲府市契約規則第３４条第１項第３

号に規定する、過去２年の間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と

種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをす

べて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認めら

れる場合は免除する。 

⑶ 契約書作成の要否：要 

  なお、契約者に代わって自ら当該業務の完成を保証する契約保証人を立てる

こと。 

⑷ 説明会は行わない。 

⑸ その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市上下水道局契約規程

及び甲府市契約規則による。 

 

- 80 -



  

                      甲府市上下水道局告示第１０号  

 

甲府市上下水道局契約規程（昭和３９年４月管理規程第２号）及び甲府市契約規

則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の１件の一般競争

入札を執行する。 

 

令和６年２月１９日 

 

甲府市上下水道事業管理者職務代理者  

甲府市上下水道局業務部長 上 田 和 正 

 

１ 入札対象業務 

⑴ 入札番号    下水－４号 

⑵ 業務名称    下水汚泥（脱水ケーキ）収集運搬及び再資源化業務委託  

⑶ 業務内容    仕様書等による 

⑷ 履行期間    仕様書等による 

⑸ 施行場所    仕様書等による 

⑹ 予定価格    公表しない 

⑺ 最低制限価格  設けない 

２ 入札参加資格 

甲府市・甲府市上下水道局における入札参加資格の認定を受けている者で、次

の条件をすべて満たす者 

⑴ 入札参加資格の認定において業種が「廃棄物処理」で登録されている者であ

ること。 

⑵ 仕様書に定める基本排出量及び焼却施設故障時の受け入れ対応可能な者であ

ること。 

⑶ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第２条第

４項第１号に規定する産業廃棄物のうち「汚泥」に関し、同法第１４条第１項

及び第６項の規定により産業廃棄物収集運搬業許可及び産業廃棄物処分業許可

を受けている者。もしくは、産業廃棄物処分業許可を受けており、産業廃棄物

収集運搬業の許可を受けている者に委任ができる者。  

   なお、収集運搬業の許可については、排出場所と運搬先両方の行政庁の許可

を得ていること。 

⑷ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

していない者であること。 

⑸ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。ま

た、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。  

⑹ この公告の日から入札の日までの間に国及び地方公共団体から指名停止措置

を受けている日が含まれている者でないこと。  

 ⑺ 入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。

- 81 -



  

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を経

過していること。 

⑻ 会社更生法(平成１４年法律第１５４号)に基づく更生手続開始の申立又は民

事再生法(平成１１年法律第２２５号)に基づく民事再生手続開始の申立がなさ

れている者(更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争入札参

加資格の再認定を受けた者を除く。)でないこと。 

⑼ 税の滞納がない者であること。（所轄市区町村の法人住民税の未納がない者。） 

３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等 

⑴ 配付期間 令和６年２月１９日（月）～令和６年２月２７日（火） 

        （この期間内の土曜日、日曜日、祝日を除く。） 

        午前９時～午後５時 

⑵ 配付場所 甲府市上下水道局業務部業務総室総務課管財契約係  

        甲府市下石田二丁目２３番１号 

        電話０５５－２２８－３４３６ 

⑶ 配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市上下水        

道局ホームページ（企業向け情報 入札情報）又は甲府市ホームページ（事業

者向け情報入札・契約／入札情報（その他・公募型））から情報を入手する場

合は、この限りでない。 

⑷ 申請書等の受付期間及び場所 

  ア 期間 令和６年２月１９日（月）～令和６年２月２７日（火） 

       （この期間内の土曜日、日曜日、祝日を除く。）  

       午前９時～午後５時 

  イ 場所 甲府市上下水道局業務部業務総室総務課管財契約係  

       甲府市下石田二丁目２３番１号  

       電話０５５－２２８－３４３６ 

       ※郵送は不可 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

⑴ 日時 令和６年３月２６日（火） 午後２時 

⑵ 場所 甲府市上下水道局本庁舎３階大会議室 

      甲府市下石田二丁目２３番１号  

      ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

 ⑴ 単価で行う。 

⑵ 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０  

／１００に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるとき

は、その端数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者

は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もっ

た金額の１００／１１０に相当する金額を入札書に記載すること。  

６ 入札の無効 

  この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 
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なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  

７ 落札者の決定方法 

甲府市上下水道局契約規程及び甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定

められた予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落

札者とする。 

８ その他 

⑴ 入札保証金：免除 

⑵ 契約保証金：納付（契約金額の１０／１００） 

ただし、甲府市上下水道局契約規程及び甲府市契約規則第３４条第１項第３

号に規定する、過去２年の間に国(公社・公団を含む。)又は地方公共団体と種

類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべ

て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められ

る場合は免除する。 

⑶ 契約書作成の要否：要 

⑷ 説明会は行わない。 

⑸ その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市上下水道局契約規程

及び甲府市契約規則による。 
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                      甲府市上下水道局告示第１１号  

 

甲府市上下水道局契約規程（昭和３９年４月管理規程第２号）及び甲府市契約規

則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の１件の一般競争

入札を執行する。 

なお、対象工事は、価格と価格以外の要素とを総合的に評価して落札者を決定す 

る総合評価落札方式の工事であり、かつ、甲府市余裕期間制度の試行に係る事務処 

理要領の適用を受けるものである。 

 

令和６年２月２２日 

 

甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

甲府市上下水道局業務部長 上 田 和 正 

 

一般競争入札（総合評価落札方式）公告個別事項 

入札番号 （土木）１１０１０７号 

工事名 （更新－２０）配水管布設替工事（余フ） 

工事場所 甲府市朝気三丁目地内（市立東小学校の南） 

工事概要 

１ 工事内容 

ＤＩＰ．ＧＸ φ１００ Ｌ＝１１１.０ｍ 

ＨＰＰＥ   φ１００ Ｌ＝２３９.０ｍ 

ＤＩＰ．ＧＸ φ７５  Ｌ＝１７２．５ｍ 

ＨＰＰＥ   φ７５  Ｌ＝７５．５ｍ 

ＨＰＰＥ   φ５０  Ｌ＝１．０ｍ 

仕切弁．ＧＸ φ１００ ２基 

仕切弁．ＰＥ φ１００ ４基 

仕切弁．ＧＸ φ７５  ２基 

仕切弁．ＰＥ φ７５  ３基 

不断水簡易仕切弁 φ１００ １基 

消火栓 φ７５ １基 

空気弁 φ２０ １基 

２ 工期 令和７年１月２７日まで 

３ 

適用される 

余裕期間制 

度の方式の 

別及び工事 

開始日 

方式：フレックス方式 

工事開始日：令和６年４月１日から令和６年５月 

３１日までの間で受注者が選択する日 
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４ 

完全週休 

２日制を 

確保する 

モデル工事 

試行要領 

適用（方式：発注者指定型） 

５ 
予定価格 

（税込み） 
６７，９６９，０００円 

６ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 土木一式 Ａ 

３ 同種工事施工実績 

配水管布設替工事等。 

た だ し 、 １ 件 の 工 事 請 負 額 が 、 

３，３００万円以上の実績に限る。 

元請として平成２０年４月１日以降に 

完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての実 

績は、出資比率が２０％以上の場合の 

ものとし、企業体の施工実績は各企業 

の施工実績として扱う。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績は 

求めません。） 

総合評価に 

関する事項 

１ 総合評価方式の種類 特別簡易型 

２ 加算点の満点 １０ 

３ 評価の基準 
総合評価入札技術等審査確認資料作成 

要領による 

日程 

１ 
入札説明書等配付開始 

日 
令和６年２月２２日 

２ 
入札説明書等配付締切 

日 
令和６年３月５日 

３ 申請書受付開始日 令和６年２月２２日 

４ 申請書受付締切日 
令和６年３月５日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和６年３月１１日 

６ 設計図書配付開始日 令和６年２月２２日 

７ 設計図書配付締切日 令和６年３月１２日 
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８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和６年２月２２日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和６年３月１２日 

10 入札日時 
令和６年３月１８日 

午前９時１０分 

11 
価格以外の評価点公表 

日 
令和６年３月２２日 

12 開札日時 
令和６年３月２８日 

午前９時１０分 

13 落札者決定日 令和６年３月２９日 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

３ 
契約時 

（落札者のみ） 
工事開始日設定通知書 

４ 
工事開始日 

（落札者のみ） 
配置予定技術者の従事状況 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
令和６年３月１４日 

午後５時まで 

２ 回答 令和６年３月１５日 

価格以外の 

評価に関す 

る照会 

１ 質問 令和６年３月２６日まで 

２ 回答 令和６年３月２７日 

価格以外の評価 

を修正した場合 
公表 令和６年３月２７日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

- 86 -



支払条件 

前金払 請求できる。 

中間前金払 
請求できる（ただし、部分払いとの選 

択制とする。）。 

部分払 請求できる。 

問い合わせ先 

甲府市行政経営部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                      甲府市上下水道局告示第１２号  

 

甲府市上下水道局契約規程（昭和３９年４月管理規程第２号）及び甲府市契約規

則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の１件の一般競争

入札を執行する。 

なお、対象工事は、価格と価格以外の要素とを総合的に評価して落札者を決定す 

る総合評価落札方式の工事であり、かつ、甲府市余裕期間制度の試行に係る事務処 

理要領の適用を受けるものである。 

 

令和６年２月２２日 

 

甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

甲府市上下水道局業務部長 上 田 和 正 

                  

一般競争入札（総合評価落札方式）公告個別事項 

入札番号 （土木）１１０１０８号 

工事名 （更新－１１）送水管布設替工事（余フ） 

工事場所 甲斐市牛句地内（金石橋の南西） 

工事概要 

１ 工事内容 
ＤＩＰ．ＧＸ φ３５０ Ｌ＝３１０．０ｍ 

仕切弁．ＧＸ φ３５０ １基 

２ 工期 令和６年１１月２６日まで 

３ 

適用される 

余裕期間制 

度の方式の 

別及び工事 

開始日 

方式：フレックス方式 

工事開始日：令和６年４月１日から令和６年５月 

３１日までの間で受注者が選択する日 

４ 

完全週休 

２日制を 

確保する 

モデル工事 

試行要領 

適用（方式：発注者指定型） 

５ 
予定価格 

（税込み） 
４９，９７３，０００円 

６ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 給水区域内 

２ 競争入札参加資格 
土木一式 

有資格者名簿掲載時及び直近の経営事 
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項審査結果通知書の総合評定値（Ｐ） 

６７８点以上 

３ 同種工事施工実績 

配水管布設替工事等。 

た だ し 、 １ 件 の 工 事 請 負 額 が 、 

２，４００万円以上の実績に限る。 

元請として平成２０年４月１日以降に 

完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての実 

績は、出資比率が２０％以上の場合の 

ものとし、企業体の施工実績は各企業 

の施工実績として扱う。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績は

求めません。） 

総合評価に 

関する事項 

１ 総合評価方式の種類 地域貢献評価型 

２ 加算点の満点 １０ 

３ 評価の基準 
総合評価入札技術等審査確認資料作成 

要領による 

日程 

１ 
入札説明書等配付開始 

日 
令和６年２月２２日 

２ 
入札説明書等配付締切 

日 
令和６年３月５日 

３ 申請書受付開始日 令和６年２月２２日 

４ 申請書受付締切日 
令和６年３月５日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和６年３月１１日 

６ 設計図書配付開始日 令和６年２月２２日 

７ 設計図書配付締切日 令和６年３月１２日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和６年２月２２日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和６年３月１２日 

10 入札日時 
令和６年３月１８日 

午前９時２０分 

11 
価格以外の評価点公表 

日 
令和６年３月２２日 

12 開札日時 
令和６年３月２８日 

午前９時２０分 
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13 落札者決定日 令和６年３月２９日 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

３ 
契約時 

（落札者のみ） 
工事開始日設定通知書 

４ 
工事開始日 

（落札者のみ） 
配置予定技術者の従事状況 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
令和６年３月１４日 

午後５時まで 

２ 回答 令和６年３月１５日 

価格以外の 

評価に関す 

る照会 

１ 質問 令和６年３月２６日まで 

２ 回答 令和６年３月２７日 

価格以外の評価 

を修正した場合 
公表 令和６年３月２７日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 
前金払 請求できる。 

中間前金払 請求できる。 

問い合わせ先 

甲府市行政経営部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                      甲府市上下水道局告示第１３号  

 

甲府市上下水道局契約規程（昭和３９年４月管理規程第２号）及び甲府市契約規

則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の１件の一般競争

入札を執行する。 

なお、対象工事は、価格と価格以外の要素とを総合的に評価して落札者を決定す 

る総合評価落札方式の工事であり、かつ、甲府市余裕期間制度の試行に係る事務処 

理要領の適用を受けるものである。 

 

令和６年２月２２日 

 

甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

甲府市上下水道局業務部長 上 田 和 正 

                  

一般競争入札（総合評価落札方式）公告個別事項 

入札番号 （土木）１１０１０９号 

工事名 （更新－１８）配水管布設替工事（余フ） 

工事場所 甲府市飯田一・二・四丁目地内（甲府地方気象台の東） 

工事概要 

１ 工事内容 

ＤＩＰ．ＧＸ φ２００ Ｌ＝５４．０ｍ 

ＤＩＰ．ＧＸ φ１５０ Ｌ＝２５．０ｍ 

ＤＩＰ．ＧＸ φ７５  Ｌ＝２０．０ｍ 

仕切弁．ＧＸ φ２００ ３基 

仕切弁．ＧＸ φ１５０ ３基 

仕切弁．ＧＸ φ７５  １基 

空気弁 φ２０ ３基 

２ 工期 令和６年１１月２６日まで 

３ 

適用される 

余裕期間制 

度の方式の 

別及び工事 

開始日 

方式：フレックス方式 

工事開始日：令和６年４月１日から令和６年５月 

３１日までの間で受注者が選択する日 

４ 

完全週休 

２日制を 

確保する 

モデル工事 

試行要領 

適用（方式：発注者指定型） 
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５ 
予定価格 

（税込み） 
４６，２６６，０００円 

６ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 土木一式 Ａ又はＢ 

３ 同種工事施工実績 

配水管布設替工事等。 

た だ し 、 １ 件 の 工 事 請 負 額 が 、 

２，３００万円以上の実績に限る。 

元請として平成２０年４月１日以降に 

完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての実 

績は、出資比率が２０％以上の場合の 

ものとし、企業体の施工実績は各企業 

の施工実績として扱う。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績は

求めません。） 

総合評価に 

関する事項 

１ 総合評価方式の種類 地域貢献評価型 

２ 加算点の満点 １０ 

３ 評価の基準 
総合評価入札技術等審査確認資料作成 

要領による 

日程 

１ 
入札説明書等配付開始 

日 
令和６年２月２２日 

２ 
入札説明書等配付締切 

日 
令和６年３月５日 

３ 申請書受付開始日 令和６年２月２２日 

４ 申請書受付締切日 
令和６年３月５日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和６年３月１１日 

６ 設計図書配付開始日 令和６年２月２２日 

７ 設計図書配付締切日 令和６年３月１２日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和６年２月２２日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和６年３月１２日 
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10 入札日時 
令和６年３月１８日 

午前９時３０分 

11 
価格以外の評価点公表 

日 
令和６年３月２２日 

12 開札日時 
令和６年３月２８日 

午前９時３０分 

13 落札者決定日 令和６年３月２９日 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

３ 
契約時 

（落札者のみ） 
工事開始日設定通知書 

４ 
工事開始日 

（落札者のみ） 
配置予定技術者の従事状況 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
令和６年３月１４日 

午後５時まで 

２ 回答 令和６年３月１５日 

価格以外の 

評価に関す 

る照会 

１ 質問 令和６年３月２６日まで 

２ 回答 令和６年３月２７日 

価格以外の評価 

を修正した場合 
公表 令和６年３月２７日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 
前金払 請求できる。 

中間前金払 請求できる。 
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問い合わせ先 

甲府市行政経営部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                      甲府市上下水道局告示第１４号  

 

甲府市上下水道局契約規程（昭和３９年４月管理規程第２号）及び甲府市契約規

則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の１件の一般競争

入札を執行する。 

なお、対象工事は、価格と価格以外の要素とを総合的に評価して落札者を決定す

る総合評価落札方式の工事である。 

 

令和６年２月２２日 

 

甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

甲府市上下水道局業務部長 上 田 和 正 

 

一般競争入札（総合評価落札方式）公告個別事項 

入札番号 （土木）１３０１００号 

工事名 下水道改良工事（スＲ５－１２） 

工事場所 甲府市住吉三丁目地内 

工事概要 

１ 工事内容 
路線延長（φ１８００）  Ｌ＝１０９ｍ 

更生延長（製管工法）   Ｌ＝１０３ｍ 

２ 工期 令和６年１０月３日まで 

３ 

完全週休２日 

制を確保する 

モデル工事試 

行要領 

適用（方式：発注者指定型） 

４ 
予定価格 

（税込み） 
７４，１０７，０００円 

５ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 土木一式 Ａ 

３ 同種工事施工実績 

管更生工事において実績がある者又は 

下水道管布設工事等で１件の工事請負 

額が３，７００万円以上の実績がある 

者に限る。 

元請として平成２０年４月１日以降に 

完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての実 

績は、出資比率が２０％以上の場合の 

ものとし、企業体の施工実績は各企業 

- 95 -



の施工実績として扱う。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績は 

求めません。） 

総合評価に 

関する事項 

１ 総合評価方式の種類 特別簡易型 

２ 加算点の満点 １０ 

３ 評価の基準 
総合評価入札技術等審査確認資料作成 

要領による 

日程 

１ 
入札説明書等配付開始 

日 
令和６年２月２２日 

２ 
入札説明書等配付締切 

日 
令和６年３月５日 

３ 申請書受付開始日 令和６年２月２２日 

４ 申請書受付締切日 
令和６年３月５日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和６年３月１１日 

６ 設計図書配付開始日 令和６年２月２２日 

７ 設計図書配付締切日 令和６年３月１２日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和６年２月２２日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和６年３月１２日 

10 入札日時 
令和６年３月１８日 

午前９時００分 

11 
価格以外の評価点公表 

日 
令和６年３月２２日 

12 開札日時 
令和６年３月２８日 

午前９時００分 

13 落札者決定日 令和６年３月２９日 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

３ 
落札者決定日の前日 

まで（落札予定者のみ） 
配置予定技術者の従事状況 

入札参加資 

格に対する 
１ 質問 

令和６年３月１４日 

午後５時まで 
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説明 ２ 回答 令和６年３月１５日 

価格以外の 

評価に関す 

る照会 

１ 質問 令和６年３月２６日まで 

２ 回答 令和６年３月２７日 

価格以外の評価 

を修正した場合 
公表 令和６年３月２７日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 

前金払 請求できる。 

中間前金払 
請求できる（ただし、部分払いとの選 

択制とする。）。 

部分払 請求できる。 

問い合わせ先 

甲府市行政経営部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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甲府市上下水道局告示第１５号  

 

 甲府市水道事業給水条例（平成９年１２月条例第６７号）第７条にかかわる指定

給水装置工事事業者の指定をしたので、甲府市上下水道局指定給水装置工事事業者

規程（平成１０年２月管理規程第２号）第１０条第１号の規定により告示する。 

 

  令和６年２月２９日 

 

                 甲府市上下水道事業管理者職務代理者  

                 甲府市上下水道局業務部長 上 田 和 正 

 

 指 定 番 号   第４８１号 

   指定業者名   株式会社ニシオ設備 

   所 在 地   静岡県牧之原市黒子８６ 

   代 表 者   西尾 龍 
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任免辞令 

 

（市長事務部局） 

 

市立甲府病院  看護部           主任     中 西 結 希 

退職を承認する 

 

以  上  発 令 日  令和 ６年 ２月 ８日 

 

市立甲府病院  診療支援部         技師     雨 宮   諒 

市立甲府病院  看護部           主任     相 川 千 尋 

市立甲府病院  看護部           主任     中野渡 あすか 

（各通） 

退職を承認する 

 

以  上  発 令 日  令和 ６年 ２月２９日 

 

 

（教育委員会） 

 

教育部     生涯学習室  生涯学習課  主任     小田切   孝 

退職を承認する 

 

以  上  発 令 日  令和 ６年 ２月２９日 
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